
議案第４ ３ 号

北九州市立の小学校、 中学校及び特別支援学校の教職員の勤務時

間、 休日、 休暇等に関する条例施行規則等の一部改正について

北九州市立の小学校、 中学校及び特別支援学校の教職員の勤務時間、 休日、

休暇等に関する条例施行規則等の一部を改正する規則を次のように定める。

令和４ 年３月２ ４ 日提出

                   北九州市教育委員会

                      教育長 田 島 裕 美

提案理由 不妊治療に係る特別休暇を付与する等のため、 関係規定を改める必

要があるので、 この規則案を提出する。





1



2



3



北九州市立の小学校、 中学校及び特別支援学校の教職員の勤務時間、 休日、

休暇等に関する条例施行規則等の一部を改正する規則をここに公布する。

令和４ 年３ 月  日

                   北九州市教育委員会     

                      教育長 田 島 裕 美  

北九州市教育委員会規則第  号

北九州市立の小学校、 中学校及び特別支援学校の教職員の勤務時

間、 休日、 休暇等に関する条例施行規則等の一部を改正する規則

（ 北九州市立の小学校、 中学校及び特別支援学校の教職員の勤務時間、 休日

、 休暇等に関する条例施行規則の一部改正）

第１ 条 北九州市立の小学校、 中学校及び特別支援学校の教職員の勤務時間、

休日、 休暇等に関する条例施行規則（ 平成２ ９ 年北九州市教育委員会規則第

１ ４ 号） の一部を次のように改正する。

  別表第４ 中１ ７ の項を１ ８ の項とし、 ６ の項から１ ６ の項までを１ 項ずつ

繰り下げ、 ５ の項の次に次のように加える。

６  不妊治

療に係る

通院等

休暇年度に５日

（ 不妊治療に係

る通院等が体外

受精その他の教

育長が定める不

妊治療に係るも

のである場合に

あっては、 １ ０

日） を超えない

範囲内において

必要と認められ

る日数

（ １ ）  教職員が不妊治療に係る通

院等のため勤務しないことが相当

であると認められる場合に与えら

れるものとする。

（ ２ ）  休暇は、 １ 日、 半日相当又

は１時間単位とする。

（ ３ ）  第１ ３ 条第５ 項から第７ 項

まで及び第９項の規定は、 この休

暇に準用する。

（ 北九州市教育委員会会計年度任用職員及び臨時的任用職員の勤務時間、 休

日、 休暇等に関する規則の一部改正）

第２ 条 北九州市教育委員会会計年度任用職員及び臨時的任用職員の勤務時間

、 休日、 休暇等に関する規則（ 令和２年北九州市教育委員会規則第２号） の

一部を次のように改正する。

別表第３ 中１ ３ の項を１ ６ の項とし、 ６ の項から１ ２ の項までを３ 項ずつ

繰り下げ、 同表の５の項中「 無給」 を「 有給」 に、 「 までの期間」 を「 まで

の期間（ 以下「 産前産後期間」 という 。） 」 に改め、 同項を同表の６ の項と
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し、 同項の次に次のように加える。

７  配偶

者等の

出産

有給 会計年度任用職

員等の配偶者等

が出産するため

に病院に入院す

る等の日から当

該出産の日後２

週間を経過する

日までの期間に

おいて３ 日を超

えない範囲内に

おいて必要と認

められる日数

（ １ ）  会計年度任用職員等の配

偶者等の出産に伴い勤務しない

ことが相当であると認められる

場合に与えられるものとする。

（ ２ ）  休暇は、 １ 日、 半日又は

１時間単位とし、 半日単位の休

暇は休憩時間の開始時刻で区分

し、 ２ 回をもって１ 日の休暇と

する。

（ ３ ）  第１ ７ 条第３項、 第５ 項

、 第６ 項及び第８ 項の規定は、

この休暇に準用する。

８  職員

の育児

参加

有給 一の産前産後期

間において５日

を超えない範囲

内において必要

と認められる日

数

（ １ ）  会計年度任用職員等の配

偶者等が出産する場合で、 当該

出産に係る子又は小学校就学の

始期に達するまでの子（ 配偶者

等の子を含む。） を養育する会

計年度任用職員等が、 これらの

子の養育のため勤務しないこと

が相当であると認められるとき

に与えられるものとする。

（ ２ ）  休暇は、 １ 日、 半日又は

１時間単位とし、 半日単位の休

暇は休憩時間の開始時刻で区分

し、 ２ 回をもって１ 日の休暇と

する。

（ ３ ）  第１ ７ 条第３項、 第５ 項

、 第６ 項及び第８ 項の規定は、

この休暇に準用する。

別表第３ の４の項の次に次のように加える。

５  不妊

治療に

係る通

 院等

有給 休暇年度に５ 日

（ 不妊治療に係

る通院等が体外

受精その他の教

（ １ ）  会計年度任用職員等が不

妊治療に係る通院等のため勤務

しないことが相当であると認め

られる場合に与えられるものと
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育長が定める不

妊治療に係るも

のである場合に

あっては、 １ ０

日） を超えない

範囲内において

必要と認められ

る日数

する。

（ ２ ）  休暇は、 １ 日、 半日又は

１時間単位とし、 半日単位の休

暇は休憩時間の開始時刻で区分

し、 ２ 回をもって１ 日の休暇と

する。

（ ３ ）  第１ ７ 条第３項、 第５ 項

、 第６ 項及び第８ 項の規定は、

この休暇に準用する。

（ 北九州市立の小学校、 中学校及び特別支援学校の会計年度任用職員の勤務

時間、 休日、 休暇等に関する規則の一部改正）

第３ 条 北九州市立の小学校、 中学校及び特別支援学校の会計年度任用職員の

勤務時間、 休日、 休暇等に関する規則（ 令和２ 年北九州市教育委員会規則第

５号） の一部を次のように改正する。

別表第３ 中１ ３ の項を１ ６ の項とし、 ６ の項から１ ２ の項までを３ 項ずつ

繰り下げ、 同表の５の項中「 無給」 を「 有給」 に、 「 までの期間」 を「 まで

の期間（ 以下「 産前産後期間」 という 。） 」 に改め、 同項を同表の６ の項と

し、 同項の次に次のように加える。

７  配偶

者等の

出産

有給 会計年度任用職

員の配偶者等が

出産するために

病院に入院する

等の日から当該

出産の日後２週

間を経過する日

までの期間にお

いて３ 日を超え

ない範囲内にお

いて必要と認め

られる日数

（ １ ）  会計年度任用職員の配偶

者等の出産に伴い勤務しないこ

とが相当であると認められる場

合に与えられるものとする。

（ ２ ）  休暇は、 １ 日、 半日又は

１時間単位とし、 半日単位の休

暇は休憩時間の開始時刻で区分

し、 ２ 回をもって１ 日の休暇と

する。

（ ３ ）  第１ ６ 条第３項、 第５ 項

、 第６ 項及び第８ 項の規定は、

この休暇に準用する。

８  職員

の育児

参加

有給 一の産前産後期

間において５日

を超えない範囲

内において必要

（ １ ）  会計年度任用職員の配偶

者等が出産する場合で、 当該出

産に係る子又は小学校就学の始

期に達するまでの子（ 配偶者等
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と認められる日

数

 の子を含む。） を養育する会計

年度任用職員が、 これらの子の

養育のため勤務しないことが相

当であると認められるときに与

えられるものとする。

（ ２ ）  休暇は、 １ 日、 半日又は

１時間単位とし、 半日単位の休

暇は休憩時間の開始時刻で区分

し、 ２ 回をもって１ 日の休暇と

する。

（ ３ ）  第１ ６ 条第３項、 第５ 項

、 第６ 項及び第８ 項の規定は、

この休暇に準用する。

 別表第３ の４ の項の次に次のように加える。

５  不妊

治療に

係る通

院等

有給 休暇年度に５ 日

（ 不妊治療に係

る通院等が体外

受精その他の教

育長が定める不

妊治療に係るも

のである場合に

あっては、 １ ０

日） を超えない

範囲内において

必要と認められ

る日数

（ １ ）  会計年度任用職員が不妊

治療に係る通院等のため勤務し

ないことが相当であると認めら

れる場合に与えられるものとす

る。

（ ２ ）  休暇は、 １ 日、 半日又は

１時間単位とし、 半日単位の休

暇は休憩時間の開始時刻で区分

し、 ２ 回をもって１ 日の休暇と

する。

（ ３ ）  第１ ６ 条第３項、 第５ 項

、 第６ 項及び第８ 項の規定は、

この休暇に準用する。

  付 則

この規則は、 令和４年４ 月１日から施行する。

7



参考         北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則新旧対照表（第１条関係）

新 旧

別表第４（ 第１６条関係）  

特別休暇の基準

理由 期間又は日数 備考        

略 

６ 不妊治 

療に係る 

通院等 

休暇年度に５日（ 不妊治

療に係る通院等が体外受

精その他の教育長が定め

る不妊治療に係るもので

ある場合にあっては、１

０日） を超えない範囲内

において必要と認められ

る日数 

（ １）  職員が不妊治療に係る通院等

のため勤務しないことが相当である

と認められる場合に与えられるもの

とする。 

（ ２）  休暇は、１日、半日相当又は

１時間単位とする。 

（ ３）  第１３条第５項から第７項ま

で及び第９項の規定は、この休暇に

準用する。 

７  略 略 

８  略 略 

９  略 略 

１０  略 略 

１１  略 略 

１２  略 略 

１３  略 略 

別表第４（ 第１６条関係）  

特別休暇の基準 

理由 期間又は日数 備考 

                 略 

６  略 略 

７  略 略 

８  略 略 

９  略 略 

１０  略 略 

１１  略 略 

１２  略 略 
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新 旧

１４  略 略 

１５  略 略 

１６  略 略 

１７  略 略 

１８  略 略 

１３  略 略 

１４  略 略 

１５  略 略 

１６  略 略 

１７  略 略 
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             北九州市教育委員会会計年度任用職員及び臨時的任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則新旧対照表（ 第２条関係）  

新 旧 

別表第３（ 第１６条、第１８条関係）  

特別休暇の基準 

理由 有給又

は無給

の別 

期間又は日数 備考 

略 

５ 不妊治 

療に係る 

通院等 

有給 休暇年度に５日（  

不妊治療に係る通 

院等が体外受精そ 

の他の教育長が定

める不妊治療に係

るものである場合

にあっては、１０

日） を超えない範

囲内において必要

と認められる日数 

（ １）  会計年度任用職員等が不妊 

治療に係る通院等のため勤務しな 

いことが相当であると認められる 

場合に与えられるものとする。 

（ ２）  休暇は、１日、半日又は１ 

時間単位とし、半日単位の休暇は 

休憩時間の開始時刻で区分し、２ 

回をもって１日の休暇とする。 

（ ３）  第１７条第３項、第５項、 

第６項及び第８項の規定は、この 

休暇に準用する。 

６ 職員の

出産 

有給 医師又は助産師の 

証明に基づき、出 

産の予定日以前６ 

別表第３（ 第１６条、第１８条関係）  

特別休暇の基準 

理由 有給又 

は無給 

の別 

期間又は日数 備考 

略 

５ 職員の

出産 

無給 医師又は助産師の 

証明に基づき、出 

産の予定日以前６ 
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新 旧

  週間目（ 多胎妊娠 

の場合にあっては 

、１４週間目） に 

当たる日から出産 

後８週間目に当た 

る日までの期間（  

以下「 産前産後期 

間」 という。） に 

おいてあらかじめ 

必要と認められる 

期間 

略 

７ 配偶者 

等の出産 

有給 会計年度任用職員 

等の配偶者等が出 

産するために病院 

に入院する等の日 

から当該出産の日 

後２週間を経過す 

る日までの期間に 

おいて３日を超え 

（ １）  会計年度任用職員等の配偶 

者等の出産に伴い勤務しないこと 

が相当であると認められる場合に 

与えられるものとする。 

（ ２）  休暇は、１日、半日又は１ 

時間単位とし、半日単位の休暇は 

休憩時間の開始時刻で区分し、２ 

回をもって１日の休暇とする。 

  週間目（ 多胎妊娠 

の場合にあっては 

、１４週間目） に 

当たる日から出産 

後８週間目に当た 

る日までの期間に 

おいてあらかじめ 

必要と認められる 

期間 

略 
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新 旧

  ない範囲内におい 

て必要と認められ 

る日数

（ ３）  第１７条第３項、第５項、 

第６項及び第８項の規定は、この 

休暇に準用する。 

８ 職員の 

育児参加

有給 一の産前産後期間 

において５日を超 

えない範囲内にお 

いて必要と認めら 

れる日数

（ １）  会計年度任用職員等の配偶 

者等が出産する場合で、当該出産 

に係る子又は小学校就学の始期に 

達するまでの子（ 配偶者等の子を 

含む。） を養育する会計年度任用 

職員等が、これらの子の養育のた 

め勤務しないことが相当であると 

認められるときに与えられるもの 

とする。 

（ ２）  休暇は、１日、半日又は１ 

時間単位とし、半日単位の休暇は 

休憩時間の開始時刻で区分し、２ 

回をもって１日の休暇とする。 

（ ３）  第１７条第３項、第５項、 

第６項及び第８項の規定は、この 

休暇に準用する。 
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新 旧

９  略 略 

１０  略 略 

１１  略 略 

１２  略 略 

１３  略 略 

１４  略 略 

１５  略 略 

１６  略 略 

６  略 略 

７  略 略 

８  略 略 

９  略 略 

１０  略 略 

１１  略 略 

１２  略 略 

１３  略 略 
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北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則新旧対照表（ 第３条関係）  

新 旧

別表第３（ 第１５条、第１７条関係）  

特別休暇の基準

理由 有給又

は無給

の別

期間又は日数 備考

略 

５ 不妊治

療に係る

通院等 

有給 休暇年度に５日（

不妊治療に係る通

院等が体外受精そ

の他の教育長が定

める不妊治療に係

るものである場合

にあっては、１０

日） を超えない範

囲内において必要

と認められる日数

（ １）  会計年度任用職員が不妊治

療に係る通院等のため勤務しない

ことが相当であると認められる場

合に与えられるものとする。 

（ ２）  休暇は、１日、半日又は１

時間単位とし、半日単位の休暇は 

休憩時間の開始時刻で区分し、２ 

回をもって１日の休暇とする。 

（ ３）  第１６条第３項、第５項、

第６項及び第８項の規定は、この

休暇に準用する。 

６ 職員の 

出産 

有給 医師又は助産師の

証明に基づき、出

産の予定日以前６

別表第３（ 第１５条、第１７条関係）  

特別休暇の基準

理由 有給又

は無給

の別

期間又は日数 備考

略 

５ 職員の 

出産 

無給 医師又は助産師の

証明に基づき、出

産の予定日以前６
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新 旧

  週間目（ 多胎妊娠

の場合にあっては

、１４週間目） に

当たる日から出産

後８週間目に当た

る日までの期間（

以下「 産前産後期

間」 という。） に

おいてあらかじめ

必要と認められる

期間 

７ 配偶者 

等の出産 

有給 会計年度任用職員

の配偶者等が出産

するために病院に

入院する等の日か

ら当該出産の日後

２週間を経過する

日までの期間にお

いて３日を超えな 

（ １）  会計年度任用職員の配偶者

等の出産に伴い勤務しないことが

相当であると認められる場合に与

えられるものとする。 

（ ２）  休暇は、１日、半日又は１

時間単位とし、半日単位の休暇は

休憩時間の開始時刻で区分し、２

回をもって１日の休暇とする。 

  週間目（ 多胎妊娠

の場合にあっては

、１４週間目） に

当たる日から出産

後８週間目に当た

る日までの期間に

おいてあらかじめ

必要と認められる

期間 

略 
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  い範囲内において

必要と認められる

日数

（ ３）  第１６条第３項、第５項、 

第６項及び第８項の規定は、この

休暇に準用する。 

８ 職員の

育児参加

有給 一の産前産後期間 

において５日を超

えない範囲内にお

いて必要と認めら

れる日数

（ １）  会計年度任用職員の配偶者

等が出産する場合で、当該出産に

係る子又は小学校就学の始期に達

するまでの子（ 配偶者等の子を含

む。） を養育する会計年度任用職

員が、これらの子の養育のため勤

務しないことが相当であると認め

られるときに与えられるものとす

る。 

（ ２）  休暇は、１日、半日又は１

時間単位とし、半日単位の休暇は

休憩時間の開始時刻で区分し、２

回をもって１日の休暇とする。 

（ ３）  第１６条第３項、第５項、

第６項及び第８項の規定は、この 

 休暇に準用する。 
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９   略 略 

１０  略 略 

１１  略 略 

１２  略 略 

１３  略 略 

１４  略 略 

１５  略 略 

１６  略 略 

６  略 略 

７  略 略 

８  略 略 

９  略 略 

１０  略 略 

１１  略 略 

１２  略 略 

１３  略 略 
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